
松江市告示第 451 号 

 松江市集落営農体制強化スピードアップ事業費補助金交付要綱（平成 29 年松江市告示第 281

号）の一部を次のように改正する。 

  令和 2 年 7 月 10 日 

松江市長  松 浦 正 敬 

次の表により、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの

は、これを加え、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを削る。 

改正後 改正前 

 (補助の対象等)  (補助の対象等) 

第 2 条 補助金の名称、補助金交付の目的、

補助金交付の対象である事業の内容及び

経費、補助事業者の範囲、交付の率又は金

額及び終期は次の表のとおりとし、予算の

範囲内で交付するものとする。 

第 2 条 補助金の名称、補助金交付の目的、

補助金交付の対象である事業の内容

、補助事業者の範囲、交付の率又は金

額及び終期は次の表のとおりとし、予算の

範囲内で交付するものとする。 

略 

補助金

交付の

対象で

ある事

業の内

容及び

経費、

補助事

業者の

範囲及

び交付

の率又

は金額

事 業

区分 

補助金交付

の対象であ

る事業の内

容及び経費

補 助 事 業

者の範囲 

交 付 の

率 又 は

金 額 及

び1組織

当 た り

上 限 事

業費 

略 

補助金

交付の

対象で

ある事

業の内

容

、

補助事

業者の

範囲及

び交付

の率又

は金額

事 業

区分 

補助金交付

の対象であ

る事業の内

容

補 助 事 業

者の範囲 

交 付 の

率 又 は

金 額 及

び1組織

当り  

上 限 事

業費 

1 広

域 連

携 組

織 設

立 支

援

(1) 地域、

組織のビ

ジョン作

成支援

広域連

携組織が

地域の目

① 法人化

やステッ

プアップ

を 目 指

し、将来

ビジョン

の作成・

事 業 費

の10/10

以内 

上 限 事

業費500

千円 

(補助事



1 広

域 連

携 組

織 育

成 支

援 

 広域連

携組織活

動支援 

広域連

携法人、

広域連携

組織等が

行う

   単独

の法人で

は収益の

確保が困

難又は 

非効率

広 域 連 携

組織。ただ

し、施設・

機 械 整 備

を 行 う 場

合は、広域

連 携 法 人

及 び 法 人

化 計 画 を

持 つ 広 域

連携組織

に 限

る。 

(1)推進

活動 

事 業

費 の

1/2  

以内 

上 限

事業費

200 万

円 

(2) 施

設・機

械整備

事 業

指すべき

将来像を

示したビ

ジョンを

作成する

ために取

り組む活

動に要す

る経費 

見直しを

行う広域

連携組織

② 広域連

携組織の

設立を目

指す集落

営 農 法

人、組織

及び団体

業 者 が

任 意 の

集 落 営

農 組 織

等 の 場

合 は 、

250 千

円)

2 広

域 連

携 組

織 育

成 支

援 

(1) 多業化

チャレン

ジ支援 

組織の

将来ビジ

ョンに基

づ き 行

う、地域

資源を活

用した多

業化の試

行的な取

り組みに

要する経

費

① 広域連

携組織 

② 広域連

携組織の

設立を目

指す集落

営農法人

事 業 費

の2/3以

内 

上 限 事

業費500

千円(補

助 事 業

者 が 個

別 集 落

営 農 法

人 の 場

合 は 、

300 千

円)

(2) 広域連

携組織活

動支援 

広域連

携法人や

広域連携

組織 が

行う事業

で、単独

の法人で

は収益の

確保が困

難若しく

は非効率

広 域 連 携

組織。ただ

し、施設・

機 械 整 備

を 行 う 場

合は、広域

連 携 法 人

及 び 法 人

化 計 画 を

持 つ 広 域

連携組織、

設 立 検 討

地 区 に 限

る。 

① 推 進

活動 

事 業

費 の

1/2  

以内 

上 限

事業費

2,000

千円

②施設・

機械整

備 

事 業



である取

組の協同

化、新た

な人材の

受入れの

ための体

制づくり

等に必要

な推進活

動及び施

設・機械

整備に要

する経費

費 の

1/2 以

内 

上 限

事業費

2,000

万 円

( 牛 を

導入す

る場合

は、1頭

当たり

の上限

25 万

円) 

な  取

組や  

新た

な人材の

受入れの

ための体

制づくり

に必要な

推進活動

及 び 施

設・機械

整備に要

する経費

費 の

1/2 以

内 

上 限

事業費

20,000

千 円

( 牛 を

導入す

る場合

は、1頭

当たり

の上限

250 千

円) 

(3) 広域連

携法人設

立支援 

複数の

集落営農

法人等が

連携し、

新たに法

人を設立

する際に

かかる法

人登記等

に伴う経

費 

以 下 の 要

件 を 全 て

満 た す も

の 

ア 複数

の集落

営農法

人等で

構成さ

れる法

人又は

法人化

が確実

( 設 立

総会に

よる議

決 ) と

見込ま

れる広

域連携

組織 

イ 地域

の農業

振興に

法 人 設

立1回 1

組 織 当

たり400

千円 



2 個

別 集

落 営

農 法

人 支

援 

個別集

落営農組

織活動支

援 

  新規設

立法人へ

のハード

支援 

新規設

立した集

落営農法

人が農地

を維持す

るために

行う活動

に要する

経費 

事 業 実 施

前年度の1

月 か ら 当

年度の3月

末 ま で に

法 人 化 す

る 予 定 若

し く は し

た 集 落 営

農 組 織 又

は 法 人 化

が 確 実 と

見 込 ま れ

る 集 落 営

農 組 織 及

び 未 組 織

集落等 

(1)推進

活動 

事 業

費 の

1/2 以

内 

上 限

事業費

100 万

円 

(2) 施

設・機

械整備

事 業

費 の

1/2 以

内 

上 限

関する

将 来

像、地

域貢献

活動に

ついて

記載し

た将来

ビジョ

ンを有

するこ

と。 

ウ 国の

農業経

営力向

上支援

事業の

交付対

象でな

い こ

と。 

3 個

別 集

落 営

農 法

人 支

援 

(1) 個別集

落営農組

織活動支

援 

① 新規設

立法人へ

のハード

支援 

新規設

立した集

落営農法

人が農地

を維持す

るために

行う活動

に要する

経費 

事 業 実 施

前年度の1

月 か ら 当

年度の3月

末 ま で に

法 人 化 す

る 予 定 若

し く は し

た 集 落 営

農 組 織 又

は 法 人 化

が 確 実 と

見 込 ま れ

る 集 落 営

農 組 織 及

び 未 組 織

集落等 

① 推 進

活動 

事 業

費 の

1/2 以

内 

上 限

事業費

1,000

千円

②  施

設・機

械整備

事 業

費 の

1/2 以

内 

上 限



事業費

1,000

万 円

( 牛 を

導入す

る場合

は、1頭

当たり

の上限

25 万

円) 

事業費

10,000

千 円

( 牛 を

導入す

る場合

は、1頭

当たり

の上限

250 千

円) 

② 地域貢

献活動支

援 

集落営

農法人が

行う地域

貢献活動

や経営の

多角化、

担い手不

在集落へ

のサポー

ト 活 動

等、経営

基盤の確

立や規模

拡大に向

けた推進

活動及び

施設・機

械整備に

要する経

費 

集 落 営 農

法人 

(2) 経営管

理能力向

上に向け

た支援 

新規設

平成30年4

月1日以降

に 設 立 し

た 集 落 営

農 法 人 又

法 人 設

立1回 1

組 織 当

たり100

千円 



3 担

い 手

不 在

地 域

の 組

織 化

等 支

援 

担い手不在

地域の組織

化等支援 

担 い 手 不

在地域にお

ける組織化

や農地を維

持する仕組

み作りに必

要な推進活

動及び機械

整備に要す

る経費 

集 落 営 農

組 織 の 設

立又は、広

域 連 携 等

に 向 け た

体 制 作 り

を 目 指 す

担 い 手 不

在 集 落 の

農業者等。

機 械 整 備

を 行 う 場

合は、当年

度の3月末

ま で に 組

織 化 が 確

実 と 見 込

ま れ る 担

い 手 不 在

集 落 の 農

業者等 

(1)推進

活動 

事 業

費 の

1/2 以

内 

上 限

事 業

費 20

万円 

(2) 機

械整備

事 業

費 の

1/2 以

内 

上 限

事 業

費 500

万円 

立する集

落営農法

人の会計

処理に要

する経費

は 広 域 連

携法人 

4 推

進 活

動 支

援 

(1) 地域の

実情に応

じた推進

活動支援

松江地

域農業再

生協議会

担い手部

会が、地

域の実情

に応じた

集落営農

組織の組

松 江 地 域

農 業 再 生

協議会 

事 業 費

の1/2以

内 



終期 令和3年3月31日 

織化・法

人化、組

織の経営

多角化や

広域連携

等に向け

て取り組

む活動に

要する経

費 

終期 令和2年3月31日 

   附 則 

 この告示は、令和 2 年 7 月 10 日から施行し、改正後の松江市集落営農体制強化スピードア

ップ事業費補助金交付要綱の規定は、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。 


